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第1291号  平成24年（2012年）11月15日 市役所　代表電話番号 緯585－1111

３０２９２８２７２６２５２４２３２２２１２０１９１８１７１６１５
（金）（木）（水）（火）（月）（日）（土）（祝）（木）（水）（火）（月）（日）（土）（金）（木）

昼 9：00～17：00　　　夜 18：00（土曜・日曜日、祝日は17：00）～8：30（土曜日、祝前日は9：00）
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保健師・助産師（必要に
応じて小児科医）による

電 話 相 談
○小児救急医療に関する相談・育児相談・母子の健康相談全般　※電話相談のため医師が診断をするものではありません
○月曜～金曜日（祝日を除く）の午後５時～１０時／土曜・日曜日、祝日、年末年始の午前９時～午後５時

＃8000（プッシュ回線の固定電話）　03-5285-8898（プッシュ回線以外の固定電話、携帯、ＰＨＳなど）

■市立病院（緯581-2677）
お願い…市立病院の土曜・日曜日は大変混雑しています。急病の患者さまやかかりつけ医紹介の患者さま

の診療を中心に行っています。ご理解とご協力をよろしくお願いします。

■花輪病院（緯582-0061）

３０２９２８２７２６２５２４２３２２２１２０１９１８１７１６１５
（金）（木）（水）（火）（月）（日）（土）（祝）（木）（水）（火）（月）（日）（土）（金）（木）

昼 8：30～17：00　　夜 17：00～8：30
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電子カルテシステ
ム移行作業のため
救急診療を原則休
止します
※詳細は８面参照
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産　　婦　　人　　科産　　　　婦　　　　人　　　　科

日野バイパス

多摩平
六丁目

五小
入口

多摩平
の森

至
八
王
子

至
神
明

内＝内科、外＝外科、小＝小児科、耳鼻＝耳鼻咽喉科、整形＝整形外科、泌尿＝泌尿器科、眼＝眼科、皮膚＝皮膚科、脳外＝脳神経外科

（注）診療科目は変更される場合があります。事前に救急テレホンサービスへ問い合わせを救急病院１１月後期宿日直予定表
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日
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１１月後期休日診療医
診療時間　９：００～１７：００

診療までお待ちいただくことがあります。ご了承ください。

大切な人を自死で亡くされた方へ～日野市わかち合いの会は１１月２５日（日）です

２３日

２５日

救急
診療

必ず保険証を
ご持参ください

休日・夜間につい
ては右記の診療所
を利用しましょう

☎584-1661

中
央
線

日
野
駅

川
崎
街
道

日野本町1-7-2
土曜・日曜日、祝日

19:30～22:30（受け付けは22:20まで）

至立川
至立川駅

生活・保健
センター

生活・保健
センター前
バス停

花輪病院

中央自動車道 至高幡橋

休日準夜診療所
（内科・小児科）

☎592-9940

至
百
草
園
駅

消防署

京王線

至多摩動物公園駅

高幡不動駅

モノレール高幡不動駅

高幡1011（福祉支援センター内）

水曜・木曜・金曜日（祝日を除く）
19:30～22:30（受け付けは22:20まで）

至新井橋

高幡不動尊

（歩行者のみ）

平日準夜こども
応急診療所（小児科）

594-2111

至
百
草
園
駅

消防署

京王線

至多摩動物公園駅

高幡不動駅

モノレール高幡不動駅

高幡1011（福祉支援センター内）
日曜日、祝日

9:00～17:00（受け付けは16:00まで）

至新井橋

高幡不動尊

（歩行者のみ）

休 日 歯 科
応 急 診 療 所

救急テレホンサービス
《２４時間医療機関案内》

○東京消防庁救急相談センター
　
　＃7119（プッシュ回線から）
　上記以外から緯042－521－2323
○日野消防署 緯581－0119
　豊田出張所 緯582－0119
　高幡出張所 緯592－0119
○東京都保健医療情報センター
　ひまわり緯03－5272－0303
　外国人専用緯03－5285－8181
　（9：00～20：00）
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１．意見の募集期間…８月１５日～３１日
２．意見提出者数…２人
３．意見件数…３件

ごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごごご意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意意見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見見ととととととととととととととととととととととととととととととととと市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市市ののののののののののののののののののののののののののののののののの考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考考えええええええええええええええええええええええええええええええええご意見と市の考え方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方

　①財政・責任につい①財政・責任についてて
・ご意見
　条例案が実施されれば、市民にとって大変素晴らし
い。しかし、広報紙などで市の財政状況が厳しいといわ
れているが、この条例にかかる財政について、当初はど
の程度の予算を組んでいるのか。まただれがその責任

を持つのか明記されていないが、市の考えを聞きた
い。
・市の考え方
　具体的な予算については、市全体の財政状況を踏ま
え、今後個別に決定するものです。
　また、責任については、第３条において、市の責務
として、基本理念にのっとり総合的な施策を策定し、
実施するものと明記しています。

　②計画の策定につい②計画の策定についてて
・ご意見
　数年に１度この条例を見直し、特に「保健計画」を
市民参画で検討した方が良いのではないでしょうか。
また、この点も明記したほうが良いと思います。

・市の考え方
　歯と口腔の健康づくりに関する計画は、健康増進法
に基づく市の健康増進計画において定める予定です。
市の健康増進計画は、第２期「日野人げんき！」プラ
ン（以下「プラン」）に該当します。
　市では、プラン策定時に要綱において公募市民を委
員に選任しました。次回のプラン改定時も同様に公募
市民を選任し、他の委員と共に作り上げる予定です。
　条例には明記しませんが、市民参画は市の基本姿勢
として実施しますのでご理解ください。

　③基本的施策につい③基本的施策についてて
・ご意見
　子どもの歯と口の健康は保護者にかかっている。そ
のことを明記してはどうか。
・市の考え方
　第９条基本的施策第４号を「乳幼児期・学齢期、青
壮年期、高齢期等の施策およびその推進に関するこ
と。特に乳幼児期および学齢期については保護者へ子
どもに適切な生活習慣が身に付く支援ができること。」
と修正します。

（仮称）日野市歯科口腔条例（素案）に寄せられたご意見と市の考え方を公（仮称）日野市歯科口腔条例（素案）に寄せられたご意見と市の考え方を公表表
　広報ひの８月１５日号で、条例（素案）について、皆さまからのご意見を募集しました。
　広報ひの今号では、寄せられたご意見と市の考え方についてお知らせします。
　なお、寄せられたご意見については、主旨を損なわない程度に要約し、整理をしています。

l健康課（緯５８１－４１１１）
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